
様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040200-01-02

事業名 医療監視に関する指導等 事業番号 02 課係名 医務・国保課 医務看護班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
病院、診療所、助産所

（２）現状
　医療法に基づき、各保健所において病院、診療所の構造設備、人員基準、管理状況等につ
いて、医療監視（立入検査）を行い指導を行っている。近年は院内感染、医療事故、医師の
名義借り（貸し）などが問題となっている。

（３）方法
　病院、診療所への医療監視（立入検査）の実施について、監視結果の取りまとめ、厚生労
働省への報告を行うとともに保健所医療監視員を対象とした研修会等を行うなどして医療監
視体制の充実を図る。
　また、事案によっては保健所との合同医療監視を行い医療機関への法令の遵守を図る。

（４）目標
適切な医療提供体制を確保する。

２．事業の必要性
　病院、診療所は県民に対し良質かつ適切な医療を提供する義務があり、法令によりその管
理、構造設備等について基準が定められている。
　よって、病院等が法令に従い適切な運営をしているかチェックすることにより適切な医療
提供体制の向上を図る必要がある。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
・医療法により、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制が確保されるよう努めなければならないと定められている。（第１条の３）
・公権力の行使・受益者不特定

（２）何故、県が行うのか
・医療法により病院等への立入検査は都道府県知事の権限となっている。（第２５条）

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 1,550 2,460 2,043 2,295
人工数 0.30 0.35 0.35 0.40
※対応する予算の事業名：医務・国保課事務管理費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
病院、診療所に対する医療監視（立
入検査）の実施。

医療監視実績
　　　　　　平成１５年度　平成１６年度　平成１７年度
　病　院　　　２５３件　　　１７６件　　　１０８件
　診療所　　　１３５件　　　１４７件　　　　７５件
　　計　　　　３８８件　　　３２３件　　　１８３件

・平成１８年度～２０年度　　合計　９００件
　病　院　５４０件（１８０／年）
　診療所　３６０件（１２０／年）

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
適切な医療提供体制の確保。 ・県民に対する適切な医療提供体制の確保

・医療機関の医療事故抑制及び安全対策の確保　　
適切な医療提供体制の確保



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医務看護班
評価責任者 医務・国保課 担当者医務看護班
課番号 040200 係番号01 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-01-02
事務事業名 医療監視に関する指導等
歳出事業コード(1)171001001
歳出事業名(1) 医務・国保課事務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 E

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080601

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 病院、診療所に対する医療監視（立入検査の実施）
成果指標名又は成果の内容(A')適切な医療の確保
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 388.00 325.00 184.00 400.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 1,550 2,460 2,043 2,295
投入資源 人工数D 0.30 0.35 0.35 0.40
(単位:千円) 人件費E 1,989 2,254 2,254 2,568

合計C+E=F 3,539 4,714 4,297 4,863

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

医療機関への監視指導を定期的に実施し、適切な医療の確保が図られているが、医療機関によっては医療法が遵守
されていない場合もある。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

医療機関に対する苦情や相談は、医療に対する県民意識の高まりもあって減少しておらず、適切な医療供給体制の
確保が求められている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

医療法の規定に基づき立入検査を定期的に実施し、病院等への指導を行っている。他県も同様である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

医療法の規定により、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保され
るように努めなければならないと定められている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

医療法の規定により、病院等の立入検査権限は都道府県知事の自治事務となっている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

医療法の規定により、病院等の立入検査権限は都道府県知事の自治事務となっている。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

他部課に類似の事務事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

対象は医療法で定められている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

医療施設の人員配置や構造設備基準及び管理については医療法で定められており、基準等を遵守させることが適切
な医療の確保に大きな影響を与える。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

費用は減少し、医療施設数は増加している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

費用は減少し、医療施設数は増加している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

医療法の規定により、病院等への立入検査は都道府県知事の自治事務となっている。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

医療監視結果の集計は、国で既にシステム化されている。（医療機関行政情報システム）

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 4 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

医療法において、医療を提供する体制の整備を図り、もって国民の健康の保持に寄与することを目的として、病院
、診療所等の開設及び管理に関する必要な事項並びに施設の整備を推進するために必要な事項が定められている。
病院等における院内感染防止対策、医療事故の未然防止、医師の名義貸し（借り）の問題などに対し、医療監視に
よる指導監督を強化し、県民に対し良質かつ適切な医療を提供する体制を確保するため、法令に基づき厳正に対応
していく必要がある。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040200-01-07

事業名 医療安全対策の推進 事業番号 07 課係名 医務・国保課 医務看護班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
患者・家族、医療機関

（２）現状
　平成１５年度に医療安全推進協議会の設置、平成１６年４月１日には医療安全相談センタ
ーを設置、専任の相談員（１名）を配置し、県民からの病院、診療所等に対する苦情・相談
に対応している。

（３）方法
　電話等による苦情・相談を受け、医療法、医師法等所管法令に違反する疑いがある事案に
ついては、保健所を通して調査、指導を行っている。
　その他の事案については、関係機関の照会や相談内容に応じたアドバイスを行っている。

（４）目標
　医療に関する患者・家族等の苦情や相談に迅速に対応し、医療機関への情報提供、指導等
を実施する体制の整備により医療の安全と信頼を高めるとともに、医療機関に患者・家族の
苦情等の情報を提供することを通じて、医療機関における患者サービスの向上を図る。

２．事業の必要性
　医療安全対策は医療施策の最重要課題であり、医療の安全と信頼を高めるため、医療安全
対策について、行政をはじめ関係者が積極的に取り組むことが重要であり、苦情や相談等に
対応するための体制の整備を図る必要がある。

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
・医療法により、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制が確保されるよう努めなければならないと定められている。（第１条の３）
・受益者不特定

（２）何故、県が行うのか
・全県域にわたる広域的規模の業務であり、市場性がないことから民間委託にも馴染まない。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 0 3,290 3,275 2,856
人工数 0.40 0.35 0.35 0.40
※対応する予算の事業名：医療安全対策事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
患者・家族等からの苦情・相談への
対応

平成１５年度実績：苦情相談件数　７９件
平成１６年度実績：苦情相談件数４３４件
平成１７年度実績：苦情相談件数４３３件

・二次医療圏毎の相談センターの設置
・相談件数　平成２０年度までに２００件／年

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
良質な医療供給体制の確保 良質な医療供給体制の確保を図った。 ・医療の安全と信頼の向上

・医療機関における患者サービスの向上



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医務看護班
評価責任者 医務・国保課 担当者医務看護班
課番号 040200 係番号01 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-01-07
事務事業名 医療安全対策の推進
歳出事業コード(1)171001001
歳出事業名(1) 医務・国保課事務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 E

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080601

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 患者・家族等からの苦情・相談への対応
成果指標名又は成果の内容(A')良質な医療提供体制の確保
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 件 79.00 434.00 433.00 600.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 3,290 3,275 2,856
投入資源 人工数D 0.40 0.35 0.35 0.40
(単位:千円) 人件費E 2,652 2,254 2,254 2,568

合計C+E=F 2,652 5,544 5,529 5,424

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

患者・家族の医療に関する苦情等に対応し助言や情報提供を行っているが、相談者において苦情相談センターへの
過度期待（医療ミスか否かの判断を行うことや医療に係る争いを調停すること等）がある者においては、センター
の業務内容に対する不満がある。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

平成１６年度においては４３４件の相談があり、前年度７９件にくらべて大幅に増加している。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

九州各県の相談件数と同等である。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｃ
(判定内容):C.現在、官が実施しているが、民営化が可能である。

判
定
根
拠

医師会等においても相談窓口を実施しており、これらの相談事業が充実するとともにその役割や中立性が県民に認
知されることにより民間への委託も可能である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

医療に係る事務は都道府県知事の事務とされていることから、中立的立場で行われる医療に係る相談事務も県の実
施が妥当である。

4.民間委託の可能性
判定 Ｃ

(判定内容):C.現在、県が直接実施しているが、民間委託（一部委託含む）が可能である。

判
定
根
拠

相談員の嘱託化については、現在、すでに嘱託員１人により相談業務を行っているが、業務量多さや勤務日数の制
約から嘱託員の増員が望まれる。また、民間委託については、医師会等においても相談窓口を実施しており、これ
らの相談事業が充実するとともにその役割や中立性が県民に認知されることにより民間への委託も可能である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

平成１６年度からの新規の事業である。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

医療の安全と信頼に対する県民の意見を吸い上げるためには、この方法が妥当である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

医療に関する患者・家族等の苦情・心配や相談に迅速に対応することが、医療の安全と信頼を高めることにつなが
る。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

苦情・相談件数は、依然として高水準を保っている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

苦情・相談件数は、依然として高水準を保っている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

国の定めた運営指針に県の業務として位置づけられている。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

相談内容が多岐にわたり、定型化するのが困難。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｃ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｃ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

5 4 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ａ 具体的方向性 1
(評価区分): A.拡充
(具体的方向性):1.投入資源を集中的に投資し、成果を大きく向上させる。

判
定
根
拠

今後相談件数は大幅な増加が予想され、県民のニーズが高く、相談体制の強化を図る必要がある。現状は、１名の
嘱託員を採用して相談業務に対応しているが、相談件数の多さ、嘱託員の勤務日数の制約等から十分に機能してい
るとは言い難い。この問題を解消し大幅な成果の向上を図るため投入資源の集中的な投資が必要である。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040200-01-11

事業名 自治医科大学学生派遣事業 事業番号 11 課係名 医務・国保課 医務看護班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
県内自治医科大学受験希望者、自治医科大学生及び卒業医師

（２）現状
　自治医科大学は医療過疎地域の医療確保を図るために全国都道府県が共同で創設した医科
大学であり、卒業生は各出身都道府県で離島へき地医療に従事することとなる。県において
は、医師の養成に伴う経費として、自治医科大学へ経常運営負担金を拠出しているほか、自
治医科大学へ毎年２～３人の学生を送り出し、医師の養成を行っている。　

（３）方法
　毎年、自治医科大学へ経常運営負担金を拠出するとともに、県において一次選抜試験を行
い学生を送り出す。また、在学生が離島診療所の医療状況を学ぶための夏期研修、卒業医の
研修派遣を行う。

（４）目標
　離島医療機関の安定的な医師確保を図るとともに県内医師の確保を図る。

２．事業の必要性
　県内医師数は徐々に全国平均値に近づく傾向にあるものの地域偏在が大きく、特に離島・
へき地の医師確保は困難な状況にあり、引き続き自治医科大学での医師の養成を図る必要が
ある。

３．実施年度・始期：昭和４８年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
・医療法により、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制が確保されるよう努めなければならないと定められている。（第１条の３）・離島等住民
の基本的人権の保障

（２）何故、県が行うのか
・単独市町村を越える能力が必要　　

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 128,088 127,553 128,217 127,819
人工数 0.25 0.30 0.30 0.40
※対応する予算の事業名：自治医科大学学生派遣事業・医師確保対策費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
学生送り出し ・平成１７年度までの自治医科大学への派遣数　７２人

（平成１７年度　３人）
　離島診療所の医師を確保するため、引き続き毎年２～３人の学生を送り出し
医師養成を図る。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
卒業医の離島診療所勤務 ・卒業生５５人の現在の勤務状況（義務履行中２０人）

　離島診療所９、県立病院・保健所等１９、村立診療所１、国立療養所１、
民間等１０、県外等７、臨床研修等８
・平成１７年度卒業生　２人

　離島医療機関への安定した医師供給体制の確立。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医務看護班
評価責任者 医務・国保課 担当者医務看護班
課番号 040200 係番号01 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-01-11
事務事業名 自治医科大学学生派遣事業
歳出事業コード(1)171001002
歳出事業名(1) 自治医科大学学生派遣事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 B1

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080603

再掲コード 080601

再掲コード 080604

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 離島医療体制の拡充

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実
計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 救急医療体制の充実
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 学生の送り出し
成果指標名又は成果の内容(A')卒業医の離島診療所勤務数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 人 2.00 3.00 2.00 0.00
成果指標A' 人 8.00 10.00 7.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 128,088 127,553 128,217 127,819
投入資源 人工数D 0.25 0.30 0.30 0.40
(単位:千円) 人件費E 1,657.50 1,932 1,932 2,568

合計C+E=F 129,745.50 129,485 130,149 130,387

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

平成１７年までに５９名が卒業しており、県内医療機関の勤務者が５２名でそのうち８名が離島診療所に勤務し、
県内の離島医療等に貢献している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

県内の医師数の状況は、地域偏在が大きく、特に離島医師の確保が厳しいことから、継続して自治医科大学での医
師養成が求められている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

自治医科大学は、全国都道府県が共同で創設した医科大学であり、各県とも２～３名の学生を送り出している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

・医療法の規定により、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供しなければならな
い。
・離島等住民の基本的人権の保障

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

医療法の規定により、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供しなければならない
。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

離島医師の養成確保を目的としたもので、市場性がなく民間委託に馴染まない。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

他部局に類似の事務事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

対象は、自治医科大学学生及び卒業医師等にしており適当である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

自治医科大学卒業医師は、県内離島診療所等に従事することとなっており、離島医師の確保に直接結びつく。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

費用は横ばいだが、卒業医の離島診療所勤務数は各年で増減がある。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

費用、結果とも横ばい。（他都道府県とも同様）

9.県の負担割合
判定 Ｃ

(判定内容):C.過大である（県負担を減又は市町村・受益者負担を増す）。

判
定
根
拠

離島医師の確保が主な目的であるから、離島自治体も応分の負担を行うべきである。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

事務事業の性質上、ＯＡ化に馴染まない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ｃ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 4 3

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

優秀な医師を育成するためには、自治医科大学へ優秀な学生を送り出す必要があることから、入学試験にあたって
、多くの受験生が確保できるよう、自治医科大学の制度について普及を図る必要がある。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040200-01-13

事業名 派遣医師等受入事業 事業番号 13 課係名 医務・国保課 医務看護班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
公的医療機関　

（２）現状
　県内の医師・歯科医師数は年々増加しており、都市地域では充足しつつあるが、離島・北
部地域では未だ医師、特に専門医（産婦人科・精神科など）が不足している。また、島嶼県
であるため無歯科医地区や障害者への歯科治療についても、対応できる医師の確保が県内で
はできない状況にある。

（３）方法
　厚生労働省からの派遣医師を受け入れる。

（４）目標
　医師確保を図り、医療技術の向上、県民の健康増進に寄与する。

２．事業の必要性
　離島・へき地地区でも等しく医療がうけられる医療供給体制の構築が必要である。また歯
科診療所のない離島への歯科巡回診療は、県内で歯科医師・技術者の確保が困難なため、当
該事業に頼らざるを得ない状況である。

３．実施年度・始期：昭和３９年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
・医療法により、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制が確保されるよう努めなければならないと定められている。（第１条の３）・離島等住民
の基本的人権の保障　・市場性がない

（２）何故、県が行うのか
・県全域にまたがる事務である。・単独市町村を越える能力が必要

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 8,643 6,559 8,257 8,934
人工数 0.35 0.30 0.30 0.40
※対応する予算の事業名：医師確保対策事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
派遣医師・技師の受け入れ 　Ｈ１７（～Ｈ１６）

　医師　４３人（４，９６９）人　　
　技師　２０人（１，１５４）人
　計　　６３人（６，１２３）人

　安定した医療確保のために、長期派遣医師を中心に年間延べ６０人程度の医
師・歯科医師、技師の受け入れを行う。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
医療水準の向上と特定専門医療の確
保

　八重山病院等への長期派遣医師により、離島・へき地の精神科、産婦人科
の医師の確保が図られたとともに、短期派遣医師による県内の医療水準が向
上した。また、無歯科医地区の歯科医療確保が図られたほか、障害者への歯
科医療が確保された。

宮古・八重山・北部地区の専門医不足の解消、離島歯科医療等の確保。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医務看護班
評価責任者 医務・国保課 担当者医務看護班
課番号 040200 係番号01 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-01-13
事務事業名 派遣医師等受入事業
歳出事業コード(1)171002001
歳出事業名(1) 医師等派遣事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 B2

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080603

再掲コード 080601

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 離島医療体制の拡充

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 派遣医師・技師の受入
成果指標名又は成果の内容(A')医療水準の向上と特定専門医療の確保
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 人 97.00 95.00 87.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 8,643 6,559 8,257 8,934
投入資源 人工数D 0.35 0.30 0.30 0.40
(単位:千円) 人件費E 2,320.50 1,932 1,932 2,568

合計C+E=F 10,963.50 8,491 10,189 11,502

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

昭和４７年度から平成１７年度まで延べ６，４５６人の医師等による医療技術援助を受けており、特定専門医の確
保及び本県の医療技術の向上に寄与している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

特定の専門科の医師確保や障害者への歯科治療などについては、県内では医師等が確保できないことから引き続き
本事業による医師の派遣が求められている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｃ
(判定内容):C.他県水準より高い。

判
定
根
拠

本事業は、国との調整により本県だけの事業となっている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

医療法の規定により、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供しなければならない
。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

県全域にまたがる業務である。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

市場性がない。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

他部課に類似の事務事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

対象は公的医療機関が実施するものに限定しており、適当である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

特定の専門科の医師確保や障害者への歯科治療などについては、県内では医師等が確保できないことから本事業に
よる医師の派遣により対応している。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｄ
(判定内容):D.費用、成果とも低下傾向。

判
定
根
拠

派遣医師等受入人数の減少により費用は低下しているが、特定の専門科の医師確保や障害者への歯科治療などにつ
いて確保されている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｄ
(判定内容):D.費用、結果とも低下傾向。

判
定
根
拠

派遣医師等受入人数の減少により費用が低下している。

9.県の負担割合
判定 Ｂ

(判定内容):B.過小である（県負担を増又は市町村・受益者負担を減す）。

判
定
根
拠

国との調整により、旅費等については国が負担しており県の負担は過小である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

ＯＡ化に馴染まない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｃ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｄ
(2)対結果 Ｄ

9.県の負担割合 Ｂ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

5 5 1 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

本事業は、復帰当時本県の医療事情が遅れていたために国との調整により制度化された厚生労働省医師歯科医師等
派遣事業に関連した事業であるが、現在においても離島等の医師確保が厳しいことから現状維持とする。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040200-01-26

事業名 看護職員資質向上推進事業 事業番号 26 課係名 医務・国保課 医務看護班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
県内医療機関等に従事する看護職者

（２）現状
研修事業の実施
専任教員再教育研修、看護教員養成講習会、実習指導者講習会、看護職員実務研修

（３）方法
国、県の実施要綱に沿って研修会等を企画、実施（看護協会等に委託）

（４）目標
地域の実情や時代のニーズに対応できる看護知識、技術を修得する。

２．事業の必要性
医療の高度化、専門化が進む中で、県民への質の高い看護サービスを提供するためには、看
護業務に直接必要な専門知識や技術等について、卒後においても専門的な研修を継続するこ
とが必要である。

３．実施年度・始期：平成４年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）投資　（２）国庫　　国庫補助率：（旅費、報償費のみ全額補助）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
厚生労働省局長通知により実施主体が都道府県知事とされている。

（２）何故、県が行うのか
医療の高度化、専門化が進む中で、県民への質の高い看護サービスを提供するためには、看護
業務に直接必要な専門知識や技術等について、卒後においても専門的な研修を継続することが
必要である。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 16,826 6,272 6,155 7,336
人工数 0.80 0.60 0.60 0.70
※対応する予算の事業名：専任教員再教育研修事業
看護教員養成講習会事業
実習指導者講習会事業
訪問看護推進事業
診療所助産師確保対策事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
研修計画に基づいて必要な研修会を
実施

専任教員再教育については、中央での研修修了者や県外講師により伝達講習を実施。
看護教員養成講習会は平成１５年度に県で実施（４１人が受講）、平成１６、１７年
度は実施はなし。　　
実習指導者講習会は平成１５年度６２人、平成１６年度６３人、平成１７年度は５８
人が受講
臨床技能向上推進事業は平成１５年度は１２０人、平成１６年度１８３人、平成１７
年度は５８人が受講

実習指導者講習会は修了者の実習施設内の異動等あるため実習病棟に２名の指導者の配置が可能な人
数の受講が必要なため、毎年度実施。
教員養成講習会は県内専任教員の講習会受講状況を確認の上実施。
臨床技能向上推進事業のリスクマネジメントについては、個々の病院や研修センターでの実施等、研
修の充実に伴い事業を終了。
訪問看護推進事業では、訪問看護師の資質の向上、訪問ステーションの拡大に向けて訪問看護推進協
議会を設置し、必要な研修や事業を検討。
診療所助産師確保対策事業では、潜在助産師へ助産技術研修を実施し、診療所への就労を図る。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
研修受講者数が増加し、研修の成果
が実践に活かされている。

専任教員は「安全教育の研修受講」受講者によって、伝達講習が実施された
。平成１６年度は看護基礎教育に安全教育を位置づけ、看護教育の質の向上
につながった。平成１７年度は、教育方法の展開につなげることができた。
看護教員養成講習は県内養成所の専任教員及び教員予定者が受講した。
実習指導者は累計で５１２人が受講した。

実習指導者講習は各実習病棟に２名の指導者の配置が可能な人数の受講。
教員養成講習会については、随時実施する。
訪問看護推進事業では、訪問看護ステーションの機能拡大、施設（病院、診療所、特別養
護老人ホーム）との連携が容易になる。
訪問看護師の臨床能力の向上。
診療所助産師確保対策事業では、診療所への就労者数の増加。
助産技術研修と診療所への雇用につなげるためのシステムの構築。将来的には研修事業の
継続を研修施設を希望する診療所と助産師職能委員会へシフトする方向。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医務看護班
評価責任者 医務・国保課 担当者医務看護班
課番号 040200 係番号01 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-01-26
事務事業名 看護職員資質向上推進事業
歳出事業コード(1)172002013
歳出事業名(1) 看護職員臨床技能向上推進事業費　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080602

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 看護職員の確保と資質向上

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 研修実施回数
成果指標名又は成果の内容(A')受講者数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 6.00 7.00 6.00 0.00
成果指標A' 266.00 303.00 144.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 16,826 6,272 6,155 7,336
投入資源 人工数D 0.80 0.60 0.60 0.70
(単位:千円) 人件費E 5,304 3,864 3,864 4,494

合計C+E=F 22,130 10,136 10,019 11,830

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

専任の看護教員や実習施設における指導者、臨床現場で看護業務に従事する看護職員に対し、地域の実情や時代の
ニーズに対応できる研修を企画実践することにより、それぞれの看護に対する知識、技術等が向上し、質の高い看
護サービスを提供できる。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

看護職員資質向上の推進は、国が施策としてあげている安心安全な医療の提供に直接繋がる。また、医療の機能分
化が進み、医療提供体制が病院から在宅、地域へとシフトするなか、県民が安心して望む場所で望む医療（看護）
や介護が受けられるために、地域や在宅での受け皿を整える必要がある。訪問看護サービスは在宅療養生活を支援
する在宅医療推進の核となるサービスで、医療と介護の連携でも重要な役割を担う。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

国の「医療提供体制推進事業費補助金交付要綱」に基づき実施されている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

国の「医療提供体制推進事業費補助金交付要綱」に基づき実施されている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

国の「医療提供体制推進事業補助金交付要綱」に基づき実施されている事業で、県が実施する事業に対して国が補
助を行っている。

4.民間委託の可能性
判定 Ｅ

(判定内容):E.民間委託済み（一部委託含む）。

判
定
根
拠

沖縄県看護協会に一部委託して実施している。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

看護職員の資質向上に係る類似事業は他では実施されていない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

より専門的、実践的な研修の実施と、訪問看護サービスの充実は、県民への高度な看護サービスの提供が可能にな
る。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

高度専門分化する医療を安心安全を基盤として提供するためには、看護職の果たす役割は大きく、時代のニーズに
そった研修事業を実施することにより、看護職の質の向上に繋がり貢献度は高い。また、在宅医療の受け皿が整備
されることで、患者、家族が安心して、希望する場所で希望する医療や看護、介護が受けら在院日数の短縮は医療
費の節減にもつながる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

当該事業にかかる費用は、年々節減されているが研修内容等は充実し、希望者も多い。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

研修効果が現場の教育活動や、実習指導、看護サービスの向上、医療安全体制の推進に貢献している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

国庫補助事業であり、妥当な県の負担額である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

事業の性質上ＯＡ化はなじまない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｅ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 6 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

安心、安全な医療提供体制の推進には看護職員の果たす役割は多大であり、時代のニーズに対応した看護サービス
を提供するためには、看護職員の生涯教育、研修体制の整備は重要であり、今後も充実強化を図る必要がある。

3/3頁



様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040200-01-27

事業名 看護師等就労促進事業 事業番号 27 課係名 医務・国保課 医務看護班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
未就業の看護職員

（２）現状
沖縄県ナースセンターにおいて、看護職員需要、離職、就業意向等調査の実施並びに未就業
看護職者への無料職業紹介等の就労斡旋の実施。

（３）方法
沖縄県ナースセンターに委託して実施。
未就業看護職員に対し、就労促進に必要な事業、「看護の心」普及事業、訪問看護師養成講
習会、潜在看護職員の把握調査を実施する。

（４）目標
県内看護職員の需要数の充足

２．事業の必要性
看護職者の就業促進を図り、県内における看護職員の需要数の充足を図る必要がある。

３．実施年度・始期：昭和４９年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
「看護師等の人材確保に関する法律」第４条の責務において、国及び地方公共団体は看護職員
の確保に努めることとされている。

（２）何故、県が行うのか
都道府県知事は、「看護師等の人材確保に関する法律」第４条（国及び地方公共団体の責務）
に基づく責務を効率よく全うするため、法第１４条において都道府県ナースセンターを指定し
、法第１５条に掲げる業務を実施する必要がある。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 17,688 16,443 17,241 15,817
人工数 0.10 0.10 0.10 0.20
※対応する予算の事業名：看護師等就労促進事業

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
再就業促進に必要な事業の実施 ナースバンク事業、看護の心普及事業及び訪問看護支援事業。

ナースセンター事業は、ハローワーク及び福祉人材センターと連携して実施
。

未就業看護職員に対し、就業促進に必要な事業を行う。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
再就業者数 平成１５年度　　実施事業数　３（再就業者数２３９名）　　　　　　　１

６年度　　実施事業数　３（再就業者数２６４名）
　　１７年度　　実施事業数　３（最終業者数２７６名）

県内医療機関等における看護職員の充足が図られる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医務看護班
評価責任者 医務・国保課 担当者医務看護班
課番号 040200 係番号01 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-01-27
事務事業名 看護師等就労促進事業
歳出事業コード(1)172002002
歳出事業名(1) 看護師等就労促進事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 D1

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080602

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 看護職員の確保と資質向上

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 再就業促進のための事業実施数
成果指標名又は成果の内容(A')再就業者数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 事業数 3.00 3.00 3.00 3.00
成果指標A' 再就業者数 239.00 269.00 276.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 17,688 16,443 17,241 15,817
投入資源 人工数D 0.10 0.10 0.10 0.20
(単位:千円) 人件費E 663 644 644 1,284

合計C+E=F 18,351 17,087 17,885 17,101

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

再就業者数が増加傾向にある。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

求職者数に対する再就職者数は横ばいである。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

ナースセンター事業として、看護職員の就業斡旋、就労に関する相談、調査等を実施し看護職員の就労促進を図る
事業であり、全国４７都道府県において実施されている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

「看護師等の人材確保に関する法律」により、知事が看護師等の就業の促進、確保を図るため、沖縄県ナースセン
ターとして指定し事業を実施している。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

知事がナースセンター事業として指定している事業である。

4.民間委託の可能性
判定 Ｅ

(判定内容):E.民間委託済み（一部委託含む）。

判
定
根
拠

沖縄県看護協会のナースセンターを、県が指定している。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

看護職員の就労促進、確保等に係る事業で他に類似する事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

離職した看護職員の再就業に係る、就職相談、無料就労斡旋、訪問看護その他看護に関する研修、看護の心普及事
業等看護職員の確保に関する事業である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

訪問看護研修事業等受講者は、訪問看護ステーション等への就労につながり、その他看護の心普及事業による一日
看護体験事業を通して、看護を志す高校生が増加すると見込まれる。さらに就労斡旋事業により看護職員の再就業
が促進される。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

ナースセンター事業により就業看護師が増えることにより、県の看護職員の需給に貢献できる。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、結果とも横ばい。

判
定
根
拠

ナースセンター事業により就業看護師が増えることにより、県の看護職員の需給に貢献できる。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

求人、休職相談への対応、就業相談等の実施により平成１７年度の再就業者数は２７６人となっており、看護職員
の需給バランスに寄与した。また、県内医療機関等への看護職員の確保、動向及び求人に関する調査を行いその結
果は看護職員需給見通しに反映される者であり、貢献度は大きい。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

就職希望者が、全国どこからでも登録することが出来るシステムが整備され、県内就業者の増加が期待できる。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｅ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｃ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

5 4 2 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

看護職員の確保のための事業である。看護職員の再就業促進は、看護職員養成力の強化とともに看護職確保の重要
な課題であり、今後とも継続する必要がある。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040200-01-28

事業名 看護師等修学資金貸与事業 事業番号 28 課係名 医務・国保課 医務看護班 係番号 01

１．事業内容
（１）対象
卒業後、県内の看護職員の確保が困難な施設等において、保健師、助産師、看護師、准看護
師として業務に従事しようとする学生

（２）現状
看護師等修学資金貸与者（平成１７年度実績）
人員９７人（３５，８７２千円）
指定施設以外への就職による返還者が増加傾向にある。

（３）方法
看護職員の確保困難な施設への充足を図るため、修学資金の貸与を行う。

（４）目標
貸与者の指定施設への就業率を高め、看護職者の充足を図る。

２．事業の必要性
看護職員需給見通しにおいて、県内の看護職員は供給不足の状態にある。
平成１８年　△７９４名
平成２２年　△６９４名

３．実施年度・始期：昭和４７年，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）貸付　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
看護職員の安定的確保を図ることは、「看護職員の人材確保に関する法律」において、国、都
道府県知事の責務とされている。

（２）何故、県が行うのか
「沖縄県看護師等修学資金貸与条例」によって、県内の看護職員の確保及び質の向上に資する
目的で実施するとされている。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 54,870 50,796 35,872 36,168
人工数 0.40 0.40 0.40 0.50
※対応する予算の事業名：看護師等修学資金貸与事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
看護師等修学資金貸与 看護師等修学資金貸与 県内の看護職員の需給バランスが取れるまでの間、修学資金の貸与を行い県内

定着を図る。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
県内看護職員の確保及び質の向上 看護師等修学資金貸与者

平成１５年度　１４８名
　　１６年度　１３７名
　　１７年度　　９７名

県内看護職員の就業者が増加することにより、必要なとき、必要な場所におい
て高度な看護サービスが受けられる。



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医務看護班
評価責任者 医務・国保課 担当者医務看護班
課番号 040200 係番号01 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-01-28
事務事業名 看護師等修学資金貸与事業
歳出事業コード(1)172002004
歳出事業名(1) 看護師等修学資金貸与事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080602

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 看護職員の確保と資質向上

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 修学資金貸与者数
成果指標名又は成果の内容(A')看護職員の充足率
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 人 148.00 137.00 97.00 97.00
成果指標A' ％ 0.00 91.61 0.00 95.51
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 54,870 50,796 35,872 36,168
投入資源 人工数D 0.40 0.40 0.40 0.50
(単位:千円) 人件費E 2,652 2,576 2,576 3,210

合計C+E=F 57,522 53,372 38,448 39,378

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

県内の看護職員の確保の困難な施設への看護職員の就業に寄与した。看護師養成所の学生の、経済的な不安を軽減
することが出来る。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

修学資金を希望する学生は多いが、県は予算の範囲内で貸与している。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

県の予算は九州各県の平均を参考にしている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

平成１６年度までは、国庫補助対象事業であったので、国の「看護師等修学資金貸与制度実施要綱」に基づき「沖
縄県看護師等修学資金貸与条例」を定めて実施していた。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

本事業は、平成１６年度までは国庫補助事業であったが、三位一体の改革により税源移譲対象となった。
県の看護職員の需給については、「看護職員の人材確保に関する法律」において、国、都道府県知事の責務とされ
ており、修学資金の貸与については、県の実施が妥当である。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

返還金の回収については、民間委託を検討することが出来ると考える。

5.事務事業の選択
判定 Ｃ

(判定内容):C.対象や目標等に類似する事務事業がある。

判
定
根
拠

本修学資金のように、貸与目的を看護職員の確保に限定してはいないが、民間団体等が実施している奨学金制度が
ある。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

県内の看護職員の確保を目的としているが、県内就業率に一定の成果を上げていると考える。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｃ
(判定内容):C.ある程度の影響を与える。

判
定
根
拠

修学資金の貸与により、県内施設への就業はもとより、看護職員の確保が困難な施設への就業促進につながってい
る。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 A2
(判定内容):A2.費用は低下で成果は横ばい。

判
定
根
拠

県内の施設への看護職員の確保、定着を目的に実施しているが、県内就業率は横ばいである。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ2
(判定内容):A2.費用は低下で結果は横ばい。

判
定
根
拠

県内の施設への看護職員の確保、定着を目的に実施しているが、県内就業率は横ばいである。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

特財となる返還金の額が大きいため、妥当であると考える。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

貸与者、債務者管理に関するシステムを開発済みである。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ｃ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｃ

8.対費用効果 (1)対成果 A2
(2)対結果 Ａ2

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

4 6 2 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

平成１７年度に策定した第六次看護職員需給見通しによると、県内の看護職員需給状況は、平成１８年で７９４人
の不足、平成２２年で６９４人の不足と、厳しい状況が見込まれている。また、平成１８年４月の診療報酬改定に
より、看護職員の確保はますます重要となり、県外医療施設から県内養成施設へのリクルートの増加が見込まれる
。本事業は、これまで、県内就業率の向上に寄与することで、看護職員確保に重要な役割を果たしてきた。今後と
も、本事業の継続は必要である。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040200-02-07

事業名 医療機能分化推進事業 事業番号 07 課係名 医務・国保課 医療対策班 係番号 02

１．事業内容
（１）対象
　地区医師会

（２）現状
　平成６～８年度　宮古地区保健医療圏（宮古地区医師会実施）
　平成９～１１年度　南部地区保健医療圏（那覇市医師会実施）
　平成１２～１４年度　中部地区保健医療圏（中部地区医師会実施）
　平成１５～１７年度　　南部地区保健医療圏（南部地区医師会実施）　　　　　　　　　

（３）方法
　開業医等と病床を有する医療機関との間においてネットワーク化を図り、紹介に基づく診
療に関する連絡調整や、地域の医師等を対象とした研修等を実施する。

（４）目標
　医療施設相互の機能連携と機能分担を推進する。

２．事業の必要性
　高齢化社会の到来により在宅医療の需要が増えており、住民に身近な初期医療の推進や必
要な医療が適切に提供できる体制づくりが必要となっている。そのため、初期医療、短期間
の入院を提供する医療、重度の症状に対応する医療を患者の病状に応じて適切に提供できる
よう、また住民の身近な診療所の医師による地域住民への健康教育、保健指導の実施や適切
な医療機関などへの患者紹介が行えるように「かかりつけ医」を推進する。

３．実施年度・始期：平成６年度，終期：　－
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）行政　（２）国庫　　国庫補助率：（１／２）
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
　病院や診療所などの医療資源は、複数の市町村が集まる二次医療圏域に存在することから、
その連携の推進には、地方自治法により広域的医療提供体制の確立に責務がある県が主体性を
持って行う必要があり、その事業の実施には、地域の医師会等関係団体との連携が必要である
。
（２）何故、県が行うのか
　病院や診療所などの医療資源は、複数の市町村が集まる二次医療圏域に存在することから、
その連携の推進には、地方自治法により広域的医療提供体制の確立に責務がある県が主体性を
持って行う必要があり、その事業の実施には、地域の医師会等関係団体との連携が必要である
。

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 3,842 3,456 2,936 2,946
人工数 0.20 0.10 0.20 0.10
※対応する予算の事業名：地域医療連携推進事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
　事業実施団体数 　５地区（宮古、那覇市、浦添市、中部地区医師会、南部地区医師会） 　県内の各地区医師会と連携して、県内全域に拡充していく。

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
　相談窓口設置数 　住民への相談窓口の設置　３カ所 　相談窓口設置数　計４カ所



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医療対策班
評価責任者 医務・国保課 担当者医療対策班
課番号 040200 係番号02 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-02-07
事務事業名 医療機能分化推進事業
歳出事業コード(1)171006001
歳出事業名(1) 医療計画推進会議等運営事業費　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 E

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080601

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 活動地区医師会数
成果指標名又は成果の内容(A')住民からの診療相談窓口設置数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 4.00 5.00 5.00 6.00
成果指標A' 3.00 3.00 3.00 4.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 3,842 3,456 2,936 2,946
投入資源 人工数D 0.20 0.10 0.20 0.10
(単位:千円) 人件費E 1,326 644 1,288 642

合計C+E=F 5,168 4,100 4,224 3,588

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

当該事業は、かかりつけ医の促進を主なねらいとしており、各地区医師会で研修会を実施し、かかりつけ医の普及
を促進している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ｂ
(判定内容):B.横ばい

判
定
根
拠

県民は、未だ、大病院指向がある。かかりつけ医の認識は低い。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

当該事業は、全国一律の事業である。欧米に比べて「かかりつけ医」が少ないが、その状況は全国同じである。そ
れは、地域住民の大病院指向や国の医療制度のあり方等が影響している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｃ
(判定内容):C.現在、官が実施しているが、民営化が可能である。

判
定
根
拠

国の補助事業であり、実施主体は医師会等民間である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

県が補助するものに国が補助するしくみである。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

国の補助事業であること、広域的なかかりつけ医普及事業であり、県の実施が妥当である。しかし、当該事業の結
果、引き続き各地区医師会等で当該事業的な事業が進められることが重要である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

かかりつけ医普及に係る事業は、他に類似の事業がない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

直接的な事業は、各地区医師会を中心に実施しており、かかりつけ医が普及すれば県民全体の一次医療の推進につ
ながる。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

各圏域で「かかりつけ医」の普及が進むと県民の一次医療の推進に大きな影響を与える。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

費用は横ばい状況であるが、毎年、医師会を中心とした「かかりつけ医」普及事業は進んでいる。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

費用は横ばいであり、当該事業を実施する医師会の累積数は増加している。また、ＩＴ化の医療機関も増加してい
る。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

県の負担は１／２である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

県は各医療機関や医師会との調整をする役割を担っており、ＯＡ化とは関係がない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ｂ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ｃ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

6 6 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

かかりつけ医研修等を実施する地区医師会数を増やしていく。補助は３年事業であるため、予算の範囲内で対象地
区医師会数を増やす。
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様式２ 事 務 事 業 中 期 戦 略 シ ー ト 事務事業コード
2006-040200-02-08

事業名 公立久米島病院の安定的運営の支援 事業番号 08 課係名 医務・国保課 医療対策班 係番号 02

１．事業内容
（１）対象
公立久米島病院

（２）現状
　公立久米島病院へ県から医師等の医療従事者を派遣、また、運営経費の一部を負担しする
ことにより、安定的な運営を支援している。

（３）方法
　医療従事者等の派遣・確保を行うほか、運営経費の一部を負担する。

（４）目標
久米島における医療の確保を図る。

２．事業の必要性
久米島における医療の確保を図るため、県、久米島町で構成する一部事務組合「沖縄県離島
医療組合」が管理運営する、公立久米島病院が平成１２年４月２０日にを開設したところで
あり、開設主体の一員として同病院の安定運営を図る必要がある。

３．実施年度・始期：平成１２年度，終期：
４．自治上の区分：　　自治事務

５．事業の種類　（１）助成　（２）単独
６．役割分担
（１）何故、「官」が行うのか
・医療法により、国及び地方公共団体は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する
体制が確保されるよう努めなければならないと定められている。

（２）何故、県が行うのか
・単独市町村を越える能力が必要

７．最近４年間の事業費等の推移（単位：千円、人）
Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度

予・決算額 347,976 368,772 305,885 267,019
人工数 0.10 0.30 0.03 0.00
※対応する予算の事業名：離島医療組合対策事業費

８．過去３年間（Ｈ１７まで）の実績 ９．今後３年間（Ｈ２０まで）の戦略
（１）何を（手段・活動指標） ８－（１）どこまでやったのか（手段・活動指標） ９－（１）どこまでやる予定なのか（手段・活動指標）
医療要員の確保 常設科の医師確保に努めた。 常勤医師の安定確保及び代診医の確保

（２）その結果、何が（成果指標） ８－（２）どの水準まで向上したか（成果指標） ９－（２）どの水準まで向上する見込みなのか（成果指標）
地元住民が久米島病院で受診する割
合

内科医３名、外科１名、小児科１名、産婦人科１名の常設科医師が確保でき
た。（Ｈ１８年５月現在）

安心で安定的な医療の確保



第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医療対策班
評価責任者 医務・国保課 担当者医療対策班
課番号 040200 係番号02 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-02-08
事務事業名 公立久米島病院の安定的運営の支援
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080603

再掲コード 080601

再掲コード 080604

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 離島医療体制の拡充

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実
計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 救急医療体制の充実
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 医療要員の確保
成果指標名又は成果の内容(A')地元住民が久米島病院で受診する割合
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 人 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' ％ 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 347,976 368,772 305,885 267,019
投入資源 人工数D 0.10 0.30 0.03 0.00
(単位:千円) 人件費E 663 1,932 193.20 -963

合計C+E=F 348,639 370,704 306,078.20 266,056

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

平成１２年に公立久米島病院が開院し、地元で基本的な医療は受診できるようになっている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

久米島病院の患者数、病床利用率は増加傾向にある。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｃ
(判定内容):C.他県水準より高い。

判
定
根
拠

他県では、市町村立の医療機関の比率が本県に比べ高く、沖縄県は県立医療機関の設置比率が高い。
公立久米島病院については、久米島町立ではなく県と久米島町で構成する（運営費負担割合８：２）離島医療組合
が運営する病院となっている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

医療法第１条の３による。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

財政及び医療要員の確保面から、離島の久米島町だけで病院を運営することは難しく、県の支援が必要である。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

公立病院に対する支援であり、県が直接実施することが妥当である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

他部局において離島医療組合の事務を行っている課はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

対象は、久米島町住民及び久米島町を訪れる観光客に限定されており、地域医療に貢献している。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

現在、県からの負担金及び医療要員の派遣無しでは病院運営は不可能であり、地域医療の確保に直接結びついてい
る。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

負担金は減少、患者数、受診率は増加している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ2
(判定内容):A2.費用は低下で結果は横ばい。

判
定
根
拠

負担金は減少、医療派遣要員の派遣数は横ばいである。

9.県の負担割合
判定 Ｃ

(判定内容):C.過大である（県負担を減又は市町村・受益者負担を増す）。

判
定
根
拠

負担金の割合は、設備整備費が県９：久米島町１、運営費が県８：久米島町２となっており大きく県に依存してい
る。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

事業の性質上ＯＡ化できない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｃ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ2

9.県の負担割合 Ｃ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 3 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 2
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):2.投入資源を現状並とし、成果を維持する。

判
定
根
拠

離島医療を確保するため、公立久米島病院の安定的運営が必要となる。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医療対策班
評価責任者 医務・国保課 担当者医療対策班
課番号 040200 係番号02 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-02-10
事務事業名 離島・へき地保健医療の推進
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080603

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 離島医療体制の拡充

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) へき地医療拠点病院の設置
成果指標名又は成果の内容(A')拠点病院数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 6.00 6.00 6.00 8.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 542 1,893 2,145 1,806
投入資源 人工数D 1.15 1.00 2.15 2.15
(単位:千円) 人件費E 7,624.50 6,440 13,846 13,803

合計C+E=F 8,166.50 8,333 15,991 15,609

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

遠隔医療を始め、離島医療を支えるへき地拠点病院が６箇所設置されるなど、一定の支援体制ができており、概ね
満足できる状況

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

他の公立病院及び民間病院等の参画が望まれている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｃ
(判定内容):C.他県水準より高い。

判
定
根
拠

遠隔医療、医学臨床研修による離島等勤務医養成、代診医派遣等様々な離島医療支援を行っている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

へき地医療の確保は、国のへき地保健医療計画で定められている。また、沖縄振興計画でも定められている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

沖縄振興計画で定められている。国は県が行う事業に補助する役割がある。なお、医療法上は市町村の役割も県と
同様であり、今後、市町村の関与の必要性は増えてくる。（身近な住民の健康保持は、市町村が大きな役割を担う
。）

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

離島へき地医療の確保は不採算部門であり、県の事業で実施することが適当である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

他に類似の事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

対象は、離島へき地であり、その地域の医療供給体制の充実が住民の健康保持につながる。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

へき地医療拠点病院数の増加は、離島診療所支援の増につながる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

費用は従来から必要最小限となっている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

単純に費用と結果は関係しないが、少ない予算で様々な離島・へき地医療支援策が出ている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

県のみの負担である。（一部国庫補助）

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

組織の拡充が主な事業であり、ＯＡ化と関係がない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｃ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

11 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

今後、高度・多機能病院を中心とした離島医療支援センター設置に向けて、現在、離島医療の課題である医師確保
対策を充実する必要がある。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医療対策班
評価責任者 医務・国保課 担当者医療対策班
課番号 040200 係番号02 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-02-11
事務事業名 離島・へき地遠隔医療支援情報システム
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080603

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 離島医療体制の拡充

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 遠隔事業接続施設の拡充
成果指標名又は成果の内容(A')遠隔講義施設数
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 25.00 25.00 25.00 27.00
成果指標A' 1.00 1.00 1.00 2.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 156,989 73,134 74,848 73,245
投入資源 人工数D 0.55 0.95 0.85 0.40
(単位:千円) 人件費E 3,646.50 6,118 5,474 2,568

合計C+E=F 160,635.50 79,252 80,322 75,813

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

システムの構築により、離島へき地に医師が勤務しやすい環境づくりが図られ、住民への医療供給体制づくりに寄
与している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

離島へき地の医療環境をさらに良くするため、回線の拡充等が求められている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｃ
(判定内容):C.他県水準より高い。

判
定
根
拠

離島診療所をネットワークで結ぶとともに、テレビ会議や遠隔講義を実施している例は、全国でも少ない。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、官の実施が妥当である。

判
定
根
拠

離島へき地医療の確保につながる政策的事務であることから、官の実施が妥当である。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

広域的事務であり、県の事業として実施するのが妥当である。

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

離島へき地医療の確保は県が実施するのが妥当である。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

遠隔医療ネットワーク事業は、当該システムのみである。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

対象は、離島へき地の診療所及び当該地区を支える保健医療関係機関であり、連携推進のためには、効果的である
。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

遠隔事業接続数が増えることは、遠隔講義、会議の実施回数も増えることになり、情報提供の拡充につながる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで成果は上昇。

判
定
根
拠

今後の運営費は横ばいの予定であるが、遠隔講義の実施回数の増加など内容を充実させていく。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ａ1
(判定内容):A1.費用は低下又は横ばいで結果は上昇。

判
定
根
拠

遠隔講義などの実施回数の増により、離島等勤務医師の能力向上につながる。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

本システムは県全域を網羅しており、政策的事業として県が負担することが適当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

ＯＡ化済みである。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｃ

3.役割分担 (1)官民 Ｂ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ａ1
(2)対結果 Ａ1

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 4 1 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

遠隔講義の実施回数を増やすなど今後は内容の充実を図っていく。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　医療対策班
評価責任者 医務・国保課 担当者医務看護班
課番号 040200 係番号02 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-02-20
事務事業名 医師臨床研修事業
歳出事業コード(1)171003002
歳出事業名(1) 医学臨床研修事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分 C

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080603

再掲コード 080601

再掲コード 080604

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 離島医療体制の拡充

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実
計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 救急医療体制の充実
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 研修医の受入
成果指標名又は成果の内容(A')研修終了医の県内定着
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 人 62.00 63.00 78.00 0.00
成果指標A' ％ 73.80 74.30 74.20 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 322,373 278,685 246,307 335,641
投入資源 人工数D 1.00 0.60 0.60 0.60
(単位:千円) 人件費E 6,630 3,864 3,864 3,852

合計C+E=F 329,003 282,549 250,171 339,493

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

臨床研修終了医の県内定着率は高く、離島をはじめ本県の医師確保及び医療水準の向上に大きく貢献している。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

県内の医師数は、全国平均に近づいているものの地域偏在が大きく、特に離島については医師の確保が難しい。そ
のため、臨床研修の拡充による医師の養成確保が求められている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｃ
(判定内容):C.他県水準より高い。

判
定
根
拠

県単独事業として同様な研修事業を実施している県は他にない。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

法令の規定による。医療法第１条の３

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ｂ
(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県の実施が妥当である。

判
定
根
拠

受益者不特定

4.民間委託の可能性
判定 Ｂ

(判定内容):B.法令での定めはないが、事務事業の性質上、県が直接実施することが妥当である。

判
定
根
拠

民間病院においても医師臨床研修は行われているが、離島医師の確保等を目的としたものは市場性が無く民間委託
に馴染まない。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

他部局に類似の事務事業はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

研修医を対象としており妥当である。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

臨床研修終了医の県内定着率は高く、離島をはじめ本県の医師確保及び医療水準の向上に直接結びついている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｃ
(判定内容):C.費用、成果とも横ばい。

判
定
根
拠

研修終了医の県内定着率がわずかに減少している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、結果とも上昇傾向

判
定
根
拠

研修医の受入数が増加している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

県内、特に離島の医師確保を目的とした事業であり、県の役割であることから負担割合は妥当である。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

ＯＡ化に馴染まない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｃ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ｂ

4.民間委託の可能性 Ｂ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｃ
(2)対結果 Ｂ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 3 2

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ａ 具体的方向性 1
(評価区分): A.拡充
(具体的方向性):1.投入資源を集中的に投資し、成果を大きく向上させる。

判
定
根
拠

本県の医師数は、毎年増加し全国平均に近づいてきているものの、離島等においては全国平均の約６割と地域偏在
が大きく医師の確保が厳しい状況である。
このため、県における医師確保対策として事業の拡充を図る必要がある。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　国保指導班
評価責任者 医務・国保課 担当者国保指導班
課番号 040200 係番号03 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-03-01
事務事業名 県財政調整交付金事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080601

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) 県財政調整交付金の適正な交付
成果指標名又は成果の内容(A')市町村の国保財政の健全な運営
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 0 0 5,313,000 7,250,000
投入資源 人工数D 0.00 0.00 0.70 0.80
(単位:千円) 人件費E 0 0 4,508 5,136

合計C+E=F 0 0 5,317,508 7,255,136

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　全国的に徴収率が低下傾向にある中で、本県の徴収率は比較的に安定しており、国保事業に対する県民の理解が
深まってきているものと考えられる。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　長引く景気の低迷や人口の高齢化などにより、国保の被保険者は年々増加しており、国民皆保険の基礎となるも
のとして、国保に求められる役割は高まりとともに国保財政の安定化が望まれている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

他県でも同種の事務を行っている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　国民健康保険法第４条第１項で「国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなければならない
。」と規定されている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　国民健康保険法第４条第２項で「都道府県は、国民健康保険事業が健全に行われるように、必要な指導をしなけ
ればならない。」と規定されている。
　また、国民健康保険法第７２条の２第１項で「都道府県は、市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、
市町村に対して都道府県調整交付金を交付する。」と規定されている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　国民健康保険法第４条第２項で「都道府県は、国民健康保険事業が健全に行われるように、必要な指導をしなけ
ればならない。」と規定されている。
　また、国民健康保険法第７２条の２第１項で「都道府県は、市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、
市町村に対して都道府県調整交付金を交付する。」と規定されている。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

　国民健康保険法に定められた県の法定受託事務であり、他に類似する業務はない。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　全市町村を対象として適正な交付金の交付事務を行うことによって、国保の安定的な運営を確保することができ
る。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

　全市町村を対象とした事務であり、市町村の国民健康保険事業の健全な運営に直接影響を与える。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、成果とも上昇傾向

判
定
根
拠

　法令や要綱等に定められた交付金の交付事務であり、適正な事務を行うことにより、市町村の国保事務に必要な
費用が確保されている。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、結果とも上昇傾向

判
定
根
拠

　法令や要綱等に基づき、適正な事務を執行している。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

　法令や要綱等に基づき、適正に負担している。

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

　独自のシステムを導入しており、これらから出力された申請書に基づき、適正な事務を執行している。　

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｂ
(2)対結果 Ｂ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

8 4 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

　国民健康保険を支える国保制度は、他の制度に加入しない高齢者や低所得者を多く抱え、昨今の、経済情勢によ
る失業者、フリーター等定職を持たない就労者の増加などとも相まって厳しい財政運営状況にあるため、保険者（
市町村）の意見を踏まえたうえで、定率国庫負担金の縮減による保険財政への影響の緩和（１号交付金）やそれぞ
れの財政運営の安定化に対する取り組み状況に応じた（２号交付金）適正な交付金の交付を行う必要がある。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　国保指導班
評価責任者 医務・国保課 担当者国保指導班
課番号 040200 係番号03 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-03-02
事務事業名 国保事業の広報事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080601

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) テレビスポット、新聞広告他広報活動の実施
成果指標名又は成果の内容(A')国保税（料）収納率の向上
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' ％ 91.87 91.84 0.00 92.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 23,089 21,246 16,000 16,018
投入資源 人工数D 0.10 0.10 0.10 0.20
(単位:千円) 人件費E 663 644 644 1,284

合計C+E=F 23,752 21,890 16,644 17,302

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　全国的に収納率が低下してきている中で、本県の収納率は比較的安定している。これは国保事業に対して県民の
理解が深まってきているためだと考えられる。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　長引く景気の低迷や人口の高齢化などにより、国保の被保険者は年々増加しており、国民皆保険の基礎となるも
のとして、国保に求められる役割は高まっている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　医療サービスは全国一律の基準で提供されている。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　国民健康保険法第４条第１項で「国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなければならない
。」と規定している。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　国民健康保険法第４条第２項で「都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導を
しなければならない。」と規定されている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　国民健康保険法第４条第２項で「都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導を
しなければならない。」と規定されている。

5.事務事業の選択
判定 Ｃ

(判定内容):C.対象や目標等に類似する事務事業がある。

判
定
根
拠

　保険者からの拠出金を利用して国保連合会が広報事業を実施しており、そこに設置されている広報委員会で企画
・立案を行い、他の広報事業とともに連合会で効率的に事業を行う。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　県民の約半数が国民健康保険の被保険者となっており、また、退職等で他の社会保険の被保険者でなくなった場
合は国保の被保険者となるため、県民全体を対象とした広報事業を実施することによって、効果を挙げることがで
きる。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　国保の制度や事業に対する県民の理解を深めることにより、国保税（料）の納付意識が高まり、収納率を向上さ
せる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、成果とも上昇傾向

判
定
根
拠

　収納率は比較的安定している一方、費用も増大したため効果率としては低下しているが、全国的に収納率が低下
傾向にある中で、本県の収納率は安定しており、成果としては大きく上昇しているものと理解している。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 Ｂ
(判定内容):B.費用、結果とも上昇傾向

判
定
根
拠

　費用の増加により、広報内容や回数が充実されている。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　広報事業の性質上、ＯＡ化は馴染まない。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ｃ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 Ｂ
(2)対結果 Ｂ

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 5 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

　ここ数年、県平均の収納率は上昇してきたが、平成１４年度から平成１６年度においては低下している。
　長期的な経済不況下にあって、収納率低下は全国的な傾向となっており、今後とも厳しい国保運営になるものと
予想される。
　このような状況下にあって、健全な国民健康保険事業の運営を確保するためには、県民の国民健康保険に対する
関心を高め、制度を十分認識してもらうことが重要であり、効率的な広報に努める。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　国保老人医療班
評価責任者 医務・国保課 担当者宮城真紀子
課番号 040200 係番号04 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-04-05
事務事業名 老人医療適正化対策事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080601

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A) ４９市町村に対する老人医療費給付の適性実施
成果指標名又は成果の内容(A')老人医療費の適性実施
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 8,400 6,847 8,913 8,560
投入資源 人工数D 2.00 2.00 2.00 2.00
(単位:千円) 人件費E 13,260 12,880 12,880 12,840

合計C+E=F 21,660 19,727 21,793 21,400

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ｂ
(判定内容):B.概ね満足している。

判
定
根
拠

　老人医療費の適正化対対策の推進については、老人医療費の動向分析等が重点項目として挙げられ、医療費の動
向把握が実施されている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

　老人医療費適正化推進検討委員会が設置され、モデル市町村において医療費分析を図る。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

　平成１６年度に老人医療費適正化推進検討委員会を設置した。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

　地方自治法第２条第９項に規定する法定受託事務として位置づけら、地方自治法第２４５条の４に基づき技術的
助言及び勧告を行うことになっている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

　地方自治法第２条第９項に規定する法定受託事務として位置づけら、地方自治法第２４５条の４に基づき技術的
助言及び勧告を行うことになっている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

　地方自治法第２条第９項に規定する法定受託事務として位置づけら、地方自治法第２４５条の４に基づき技術的
助言及び勧告を行うことになっている。

5.事務事業の選択
判定 Ｂ

(判定内容):B.対象や目標等に類似する事務事業はないが、一体的に実施した方がよいと思われる事務事業がある。

判
定
根
拠

　老人医療費の適正化を推進するためには、老人医療費の動向分析から疾病別医療費において高齢者に特徴的な疾
患がみられることから介護予防事業や保健事業部門との連携が必要である。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

　対象年齢が制度で定められている。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ｂ
(判定内容):B.大きな影響を与える。

判
定
根
拠

　医療費の動向分析を実施することにより、医療費の高騰している要因分析結果から、介護予防事業や保健事業を
実施することにより効果が期待できる。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

　保健事業及び介護予防事業の推進、レセプト点検の充実、重複・頻回訪問指導等の強化により医療費の伸びの適
正化が図られる。　

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

　か

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ｂ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ｂ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ｂ

8.対費用効果 (1)対成果 -
(2)対結果 -

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

7 4

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　国保老人医療班
評価責任者 医務・国保課 担当者石川修
課番号 040200 係番号04 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-04-06
事務事業名 老人医療費負担事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080601

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 1.内部事務事業以外の事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A' 0.00 0.00 0.00 0.00
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B' 0.00 0.00 0.00 0.00

予決算額C 5,288,903 6,031,883 7,005,581 7,563,793
投入資源 人工数D 1.00 1.00 1.00 1.00
(単位:千円) 人件費E 6,630 6,440 6,440 6,420

合計C+E=F 5,295,533 6,038,323 7,012,021 7,570,213

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 Ａ
(判定内容):A.満足している。

判
定
根
拠

市町村が支弁した医療費等の費用に対して、規定された県負担金を執行してることにより、安定した医療の供給が
図られている。

(2)県民ニーズの動向 判定 Ａ
(判定内容):A.増加傾向

判
定
根
拠

市町村が支弁する医療費等は増加傾向にある。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 Ｂ
(判定内容):B.他県並みである。

判
定
根
拠

適正に県負担金を執行している。

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で官の実施がさだめられている。

判
定
根
拠

老人保健法第５０条により、市町村が支弁した医療費等に要する費用についての県の一部負担が規定されている。

(2)市町村、国との役割分担 判定 Ａ
(判定内容):A.法令で県の実施が定められている。

判
定
根
拠

老人保健法第４７条により、市町村が行う医療等に要する費用の支弁が規定されている。
老人保健法第４９条により、市町村が支弁した医療費等に要する費用についての国の一部負担が規定されている。

4.民間委託の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.法令で県が直接実施することが、定められている。

判
定
根
拠

老人保健法第５０条による。

5.事務事業の選択
判定 Ａ

(判定内容):A.対象や目標等に類似する事務事業はない。

判
定
根
拠

老人保健法第２５条により、７５歳以上で医療保険加入している者等に要した医療費等について、市町村の支弁対
象となることが規定されている。

6.対象の妥当性
判定 Ａ

(判定内容):A.対象は適当で、目標達成のため最も効果的である。

判
定
根
拠

老人保健法第２５条及び５０条による。

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 Ａ
(判定内容):A.直接、結びつく。

判
定
根
拠

県負担金を執行することにより、市町村から医療機関への医療費支払いが滞りなく行われている。
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

平成１４年８月２日法律第１０２号により、平成１４年度から平成１８年度まで県負担金は段階的に引き上げられ
るが、市町村の医療費の支弁額への負担金であるため、費用対効果としての関連はない。

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

県負担金を執行することにより、市町村が行う医療費等の支弁が滞りなく行われているが、平成１４年度から平成
１８年度まで県負担金は段階的に引き上げられるため、県負担金は上昇する。

9.県の負担割合
判定 Ａ

(判定内容):A.妥当である。

判
定
根
拠

老人保健法第５０条及び平成１４年８月２日法律第１０２号により、次のとおりである。
平成１４年９月まで…５％（０．５／１０）
平成１４年１０月から平成１５年９月…５．６６％（３４／６００）
平成１５年１０月から平成１６年９月…６．３３％（３８／６００）
平成１６年１０月から平成１７年９月…７％　　　（４２／６００）　
平成１７年１０月から平成１８年９月…７．６６％（４６／６００）
平成１８年１０月から…８．３３％（１／１２）

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ａ

(判定内容):A.事務事業の性質上、ＯＡ化が困難である。

判
定
根
拠

各市町村からの実績報告の集約が必要となるため、現時点ではＯＡ化は困難である。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 Ａ
(2)ニーズ Ａ

2.サービス水準の他県比較 Ｂ

3.役割分担 (1)官民 Ａ
(2)県市町村 Ａ

4.民間委託の可能性 Ａ
5.事務事業の選択 Ａ
6.対象の妥当性 Ａ
7.貢献度 Ａ

8.対費用効果 (1)対成果 -
(2)対結果 -

9.県の負担割合 Ａ
10.ＯＡ化の可能性 Ａ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

10 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 2
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):2.投入資源を現状並とし、成果を維持する。

判
定
根
拠

老人保健法５０条に規定されている負担金事業であるため、市町村による医療費の支弁が滞りなく行えるよう現状
を維持する。
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第２表　事務事業の自己評価
部課係名 福祉保健部　医務・国保課　国保老人医療班
評価責任者 医務・国保課 担当者石川修
課番号 040200 係番号04 電話番号866-2177 作成年月日

事務事業コード 2006-040200-04-07
事務事業名 老人医療費動向分析事業
歳出事業コード(1)
歳出事業名(1)
歳出事業コード(2)
歳出事業名(2)
歳出事業コード(3)
歳出事業名(3)

事業区分

事業区分

事業区分

分
野
別
計
画
施
策
体
系
コ
ー
ド

主コード 080601

再掲コード

再掲コード

再掲コード

再掲コード

計画名 福祉保健計画
政策目標保健医療体制の整備
施策 医療提供体制の充実

計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策
計画名
政策目標
施策

事務事業の区分 2.内部事務事業

活動指標名又は活動の内容(A)
成果指標名又は成果の内容(A')
活動指標名又は活動の内容(B)
成果指標名又は成果の内容(B')
<指標の推移> 単位 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 目標:H20年度
活動指標A 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標A'
活動指標B 0.00 0.00 0.00 0.00
成果指標B'

予決算額C 3,045 3,099 3,099 3,100
投入資源 人工数D 1.00 1.00 1.00 1.00
(単位:千円) 人件費E 6,630 6,440 6,440 6,420

合計C+E=F 9,675 9,539 9,539 9,520

1.県民意識の把握
(1)県民満足度の度合い 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

(2)県民ニーズの動向 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
2.サービス水準の他県との比較

判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

3.役割分担(守備範囲)
(1)官民の役割分担 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

(2)市町村、国との役割分担 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

4.民間委託の可能性
判定 Ｃ

(判定内容):C.現在、県が直接実施しているが、民間委託（一部委託含む）が可能である。

判
定
根
拠

県が集約したデ－タを活用して、老人医療費の分析の委託は可能である。

5.事務事業の選択
判定 Ｃ

(判定内容):C.対象や目標等に類似する事務事業がある。

判
定
根
拠

老人医療費の対象以外（国保・社保の一般等）についての分析事業がある。

6.対象の妥当性
判定 -

(判定内容):-

判
定
根
拠

7.貢献度(手段と成果の相関関係)
活動指標の達成度が成果指標の達成度に 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠
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第２表　事務事業の自己評価(つづき)
8.対費用効果
(1)費用(投入資源=インプット)と成果(アウトカム)の相関関係をみると 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

(2)費用と結果(活動指標=アウトプット)の相関関係をみると 判定 -
(判定内容):-

判
定
根
拠

費用は横ばいであるが、「老人医療費の伸びを適正化するための指針（平成１５年９月１１日厚生労働大臣告示）
」等により分析デ－タの充実が求められているなかで、市町村等に分析デ－タの提供を行っている。

9.県の負担割合
判定 -

(判定内容):-

判
定
根
拠

10.ＯＡ化の可能性
判定 Ｄ

(判定内容):D.ＯＡ化済（一部ＯＡ化含む）である。

判
定
根
拠

厚生労働省からの還元デ－タや国保連合会からのレセプトデ－タの集約について、一部ＯＡ化している。

11.判定結果

1.県民意識 (1)満足度 -
(2)ニーズ -

2.サービス水準の他県比較 -

3.役割分担 (1)官民 -
(2)県市町村 -

4.民間委託の可能性 Ｃ
5.事務事業の選択 Ｃ
6.対象の妥当性 -
7.貢献度 -

8.対費用効果 (1)対成果 -
(2)対結果 -

9.県の負担割合 -
10.ＯＡ化の可能性 Ｄ

必
要
性

有
効
性

効
率
性 合計 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

2 1

12.所管課の総合評価
総合評価

評価区分 Ｂ 具体的方向性 1
(評価区分): B.現状維持
(具体的方向性):1.投入資源は現状並とするが、成果を向上させる。

判
定
根
拠

「老人医療費の伸びを適正化するための指針（平成１５年９月１１日厚生労働大臣告示）」等により、分析デ－タ
の充実が求められる。
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